
６ 審査請求手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審理員による審理手続 

審査請求書の収受 

 

審査請求書の形式審査 

 

審理員の指名 

 

審理終結・審理員意見書の作成・審査庁への送付 

 

審査庁による裁決案の作成・行政不服審査会への諮問 

 

行政不服審査会による審査 

 

行政不服審査会の答申 

 

審査庁による裁決 

 

弁明書の作成・審査請求人への送付 

 

審
査
請
求
人 

反論書 

閲覧等の申立て 

破線は必要に応じて行わ

れる手続です。 

弁明書の送付 

裁決書の送付 

終結通知 

諮問通知 

答申書の送付 

審理員指名通知 


